
平 成 26 年
６月13日（金）
第2588号

平成26年６月13日　金曜日（513）

告 示

栃 木 県 告 示 第 二 百 八 十 一 号

　 栃 木 県 営 林 産 物 売 払 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 栃 木 県 規 則 第 十 七 号 ） 第 二 十 七 条 の 規 定 に 基 づ き 、 延 納 利 息 の 利 率

を 次 の よ う に 定 め 、 栃 木 県 営 林 産 物 売 払 規 則 第 二 十 七 条 の 規 定 に 基 づ く 延 納 利 息 の 利 率 を 定 め る 告 示 （ 平 成 二

十 五 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 九 号 ） は 、 廃 止 す る 。

　 　 平 成 二 十 六 年 六 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 年 一 ・ 〇 〇 パ ー セ ン ト

（ 森 林 整 備 課 ）　
　───────────────────────────────────────────────
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　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平

成 二 十 六 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 六 年 六 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 農 政 部 の 部 経 営 技 術 課 の 款 に 次 の よ う に 加 え る 。

と ち ぎ Ｇ Ａ

Ｐ 実 践 促 進

支 援 事 業 費

補 助 金

農 業 生 産 活 動 の

各 工 程 の 実 施 、

記 録 、 点 検 及 び

評 価 を 持 続 的 に

行 う 改 善 活 動 で

あ る 農 業 生 産 工

程 管 理 （ 以 下 こ

の 項 に お い て

「 農 業 生 産 工 程

管 理 （ Ｇ Ａ

Ｐ ） 」 と い

う 。 ） の 導 入 等

を 支 援 し 、 農 業

経 営 の 改 善 及 び

効 率 化 並 び に 消

費 者 の 食 へ の 信

頼 の 確 保 を 図

る 。

一 　 農 業 協 同 組 合 中 央 会 、 農 業 協 同 組

合 連 合 会 又 は 特 認 団 体 （ 知 事 が 適 当

と 認 め る 団 体 を い う 。 た だ し 、 法 人

格 を 有 し な い 団 体 に あ つ て は 、 代 表

者 の 定 め が あ り 、 か つ 、 組 織 及 び 運

営 に つ い て の 規 約 の 定 め が あ る も

の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） が 消 費 ・ 安 全 対 策 交 付 金 実 施

要 綱 （ 平 成 十 七 年 四 月 一 日 付 け 十 六

消 安 第 一 万 二 百 七 十 号 農 林 水 産 事 務

次 官 依 命 通 知 。 以 下 こ の 項 に お い て

「 要 綱 」 と い う 。 ） に 基 づ き 行 う 次

に 掲 げ る 事 業 に 要 す る 経 費

㈠ 　 農 業 生 産 工 程 管 理 （ Ｇ Ａ Ｐ ） の

導 入 ・ 普 及 事 業

㈡ 　 農 業 生 産 工 程 管 理 （ Ｇ Ａ Ｐ ） 指

導 者 の 育 成 ・ 確 保 事 業 　

二 　 市 町 村 、 農 業 協 同 組 合 、 営 農 集 団

（ 農 事 組 合 法 人 以 外 の 農 業 生 産 法

人 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） 又 は 特 認 団 体 が 要 綱 に 基 づ き

行 う 農 業 生 産 工 程 管 理 （ Ｇ Ａ Ｐ ） の

策 定 ・ 実 践 事 業 に 要 す る 経 費

当 該 事 業 に 要 す る

経 費 の 二 分 の 一

（ 知 事 が 別 に 定 め

る も の に あ つ て

は 、 十 分 の 十 ） 以

内
当 該 事 業 に 要 す る

経 費 の 十 分 の 十 以

内
当 該 事 業 に 要 す る

経 費 の 二 分 の 一 以

内

農 業 協 同 組 合

中 央 会 、 農 業

協 同 組 合 連 合

会 及 び 特 認 団

体
市 町 村 、 農 業

協 同 組 合 、 営

農 集 団 及 び 特

認 団 体

　 農 政 部 の 部 生 産 振 興 課 の 款 産 地 改 革 強 化 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 費 補 助 金 の 項 を 削 る 。

（ 経 営 技 術 課 ）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第283号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定に
より告示する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　保安林予定森林の所在場所
　　鹿沼市中粕尾字嘉戸沢2393から2395まで、2402-１、2402-２、2403
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法 
ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　字嘉戸沢2393・2402-１（以上の２筆について次の図に示す部分に限る。）
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イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画  
で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（ ｢次の図｣ 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置い
て縦覧に供する。）
Ⅱ
１　保安林予定森林の所在場所
　　芳賀郡茂木町大字鮎田字高田新田1637-11（次の図に示す部分に限る。）
２　指定の目的
　　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法 
ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画  
で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
　　次のとおりとする。
（ ｢次の図｣ 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び茂木町役場に備え置い
て縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第284号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970501185 特定非営利活動法人虹
の架け橋
理事長
柴山　徹

訪問介護事業所虹の
架け橋

鹿沼市千渡2344番地
８

平成26年
６月１日

訪問介護

0970802021 株式会社ケアサービス
大沼
代表取締役
石川　喜代子

ケアサービス大沼 小山市羽川11番地１ 平成26年
６月１日

訪問介護

0962590071 ミツイ商事有限会社
代表取締役
室井　純子

なごみ訪問看護ス
テーション

那須郡那珂川町谷川
1609番地

平成26年
６月１日

訪問看護

0971500178 株式会社メディカル
ファーマシィー
代表取締役
和田　功

ミキ薬局那須南店 那須烏山市中央三丁
目１番地14

平成26年
６月１日

居宅療養管
理指導
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0970802039 医療法人社団星野会
理事長
星野　裕

デイサービスセン
ター虹の郷

小山市西黒田300番
地１

平成26年
６月１日

通所介護

0971600473 社会福祉法人内木会
理事長
内木　秀雄

デイサービスクロー
バー祇園

下野市祇園五丁目８
番７号

平成26年
６月１日

通所介護

0972701015 株式会社オガワ
代表取締役
小川　理抄

アットホームあかば
ね

芳賀郡市貝町赤羽
3647番地１

平成26年
６月１日

通所介護

0950280073 医療法人社団葵会
理事長
新谷　幸義

介護老人保健施設葵
の園・足利

足利市常見町二丁目
10番１号

平成26年
６月１日

通所リハビ
リテーショ
ン

0970401972 佐野厚生農業協同組合
連合会
代表理事会長
落合　武

特別養護老人ホーム
きんもくせい

佐野市堀米町3956番
地10

平成26年
６月１日

短期入所生
活介護

0970301594 株式会社にこにこ川原
田倶楽部
代表取締役
中村　和男

にこにこ川原田倶楽
部

栃木市川原田町338
番地１

平成26年
６月１日

特定施設入
居者生活介
護

0971100490 株式会社エイチユー
ジー
代表取締役
坂井　則夫

ルフラン 矢板市末広町19番地
４

平成26年
６月１日

福祉用具貸
与

0971100490 株式会社エイチユー
ジー
代表取締役
坂井　則夫

ルフラン 矢板市末広町19番地
４

平成26年
６月１日

特定福祉用
具販売

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第285号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を指定したので、同
法第85条の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の 名 称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 指 定 の

年 月 日
サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970301586 有限会社栃木ケアサ
ポートひまわり
代表取締役
野原　れい子

栃木ケアサポートひ
まわり居宅介護支援
事業所

栃木市川原田町254
番地10

平成26年
６月１日

居宅介護支
援

0970802021 株式会社ケアサービス
大沼
代表取締役
石川　喜代子

ケアサービス大沼 小山市羽川11番地１ 平成26年
６月１日

居宅介護支
援

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第286号
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　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970501185 特定非営利活動法人虹
の架け橋
理事長
柴山　徹

訪問介護事業所虹の
架け橋

鹿沼市千渡2344番地
８

平成26年
６月１日

介護予防訪
問介護

0970802021 株式会社ケアサービス
大沼
代表取締役
石川　喜代子

ケアサービス大沼 小山市羽川11番地１ 平成26年
６月１日

介護予防訪
問介護

0962590071 ミツイ商事有限会社
代表取締役
室井　純子

なごみ訪問看護ス
テーション

那須郡那珂川町谷川
1609番地

平成26年
６月１日

介護予防訪
問看護

0971500178 株式会社メディカル
ファーマシィー
代表取締役
和田　功

ミキ薬局那須南店 那須烏山市中央三丁
目１番地14

平成26年
６月１日

介護予防居
宅療養管理
指導

0970802039 医療法人社団星野会
理事長
星野　裕

デイサービスセン
ター虹の郷

小山市西黒田300番
地１

平成26年
６月１日

介護予防通
所介護

0972701015 株式会社オガワ
代表取締役
小川　理抄

アットホームあかば
ね

芳賀郡市貝町赤羽
3647番地１

平成26年
６月１日

介護予防通
所介護

0950280073 医療法人社団葵会
理事長
新谷　幸義

介護老人保健施設葵
の園・足利

足利市常見町二丁目
10番１号

平成26年
６月１日

介護予防通
所リハビリ
テーション

0970401972 佐野厚生農業協同組合
連合会
代表理事会長
落合　武

特別養護老人ホーム
きんもくせい

佐野市堀米町3956番
地10

平成26年
６月１日

介護予防短
期入所生活
介護

0970301594 株式会社にこにこ川原
田倶楽部
代表取締役
中村　和男

にこにこ川原田倶楽
部

栃木市川原田町338
番地１

平成26年
６月１日

介護予防特
定施設入居
者生活介護

0971100490 株式会社エイチユー
ジー
代表取締役
坂井　則夫

ルフラン 矢板市末広町19番地
４

平成26年
６月１日

介護予防福
祉用具貸与

0971100490 株式会社エイチユー
ジー
代表取締役
坂井　則夫

ルフラン 矢板市末広町19番地
４

平成26年
６月１日

特定介護予
防福祉用具
販売

　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第287号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設を指定したの
で、同法第93条の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

開 設 者 の 名 称
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 指 定 の

年 月 日
サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970401972 佐野厚生農業協同組合
連合会
代表理事会長
落合　武

特別養護老人ホーム
きんもくせい

佐野市堀米町3956番
地10

平成26年
６月１日

介護老人福
祉施設

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第288号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

ふじさわクリニック 栃木市境町１-23　隆盛
館ビル２F

藤澤　亨 平成26年
６月１日

精神通院医療

ふれあい漢方内科 下野市文教１-２-28 田中　康文 平成26年
６月１日

精神通院医療

フタバ快生堂薬局 日光市鬼怒川温泉大原
1396-11

株式会社MTファルマ
代表取締役　和貝　真弓

平成26年
６月１日

精神通院医療

なでしこ薬局東三島
店

那須塩原市東三島３-67-
30

株式会社エフアンドエフ
代表取締役　藤川　欣洋

平成26年
６月１日

精神通院医療

八木沢薬局 日光市鬼怒川温泉大原
330-１

八木澤　弘充 平成26年
６月１日

精神通院医療

ともえ町薬局 足利市巴町2541 有限会社トーリフォー
代表取締役　大豆生田　典子

平成26年
６月１日

精神通院医療

ローズ薬局 栃木市境町21-27 エムシー関東株式会社
代表取締役　植竹　一雅

平成26年
６月１日

精神通院医療

チューリップ薬局 上三川町大山字上ノ原
468-１

株式会社エフアンドエフ
代表取締役　藤川　欣洋

平成26年
５月18日

精神通院医療

ライフ訪問看護リハ
ビリステーション

足利市堀込町2656-７　
ASKビル３F

株式会社ライフ
代表取締役　三田　泰平

平成26年
６月１日

精神通院医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第289号
　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、肥料の登録の有効期間を更新したので、
同法第16条第１項の規定により次のとおり公告する。
　　平成26年６月13日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保 証 成 分 量
（％） その他の規格 生産業者の氏名又

は名称及び住所
更 新
年 月 日

栃 木 県
第1702号

炭酸カルシ
ウム肥料

１６炭酸苦
土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
16.0

内く溶性苦土
11.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

日本苦土工業有限
会社

栃木県佐野市葛生
東１丁目９番１号

H25.11.26

栃 木 県
第1781号

配合肥料 日 清 配 合
６４

窒素全量
 1.0

りん酸全量
18.0

内く溶性りん酸
7.0

く溶性加里
3.0

内水溶性加里
2.0

内く溶性苦土
1.0

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとお
り。

日清ガーデンメイ
ト株式会社

東京都中央区新川
一丁目23番１号

H25.11.18

栃 木 県
第1783号

家庭園芸用
複合肥料

日清有機入
り複合肥料

窒素全量
0.2

りん酸全量
18.0

内く溶性りん酸
12.0

加里全量
18.0

内く溶性加里
14.0

内水溶性加里
7.0

く溶性苦土
3.0

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとお
り。

日清ガーデンメイ
ト株式会社

東京都中央区新川
一丁目23番１号

H25.11.29

栃 木 県
第1539号

炭酸カルシ
ウム肥料

炭酸カルシ
ウム

アルカリ分
53.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

駒形石灰工業株式
会社

栃木県佐野市あく
と町4201番地

H25.12.22

栃 木 県
第1540号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状炭酸カ
ルシウム

アルカリ分
53.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

駒形石灰工業株式
会社

栃木県佐野市あく
と町4201番地

H25.12.22

栃 木 県
第1705号

消石灰 羽鶴６５消
石灰

アルカリ分
65.0

該当なし。 日鉄鉱業株式会社

東京都千代田区丸
の内二丁目３番２
号

H25.12.20
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栃 木 県
第1645号

混合有機質
肥料

米ぬか有機
１号

窒素全量
2.8

りん酸全量
4.0

加里全量
1.8

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとお
り。

株式会社関東農産

栃木県那須郡那須
町大字高久甲字道
西2691番地３

H25.12.25

栃 木 県
第1823号

混合有機質
肥料

米ぬか有機
３号

窒素全量
3.2

りん酸全量
3.2

含有を許される
有害成分の最大
量及びその他の
制限事項は、公
定規格のとお
り。

株式会社関東農産

栃木県那須郡那須
町大字高久甲字道
西2691番地３

H26.１.11

栃 木 県
第1598号

消石灰 ７２防散消
石灰

アルカリ分
72.0

該当なし。 協和株式会社

栃木県佐野市築地
町５番11号

H26.１.29

栃 木 県
第1706号

消石灰 くみあい粒
状消石灰

アルカリ分
72.0

該当なし。 駒形石灰工業株式
会社

栃木県佐野市あく
と町4201番地

H26.２.12

栃 木 県
第1599号

生石灰 顆粒３０苦
土生石灰

アルカリ分
100.0

く溶性苦土
30.0

該当なし。 有限会社こうじゅ
ん商事

栃木県栃木市片柳
町二丁目１番50号

H 2 6 . 2 . 9

栃 木 県
第1600号

消石灰 ７０消石灰 アルカリ分
70.0

該当なし。 有限会社こうじゅ
ん商事

栃木県栃木市片柳
町二丁目１番50号

H26.２.９

栃 木 県
第1601号

炭酸カルシ
ウム肥料

炭酸苦土石
灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
16.0

内く溶性苦土
11.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

有限会社こうじゅ
ん商事

栃木県栃木市片柳
町二丁目１番50号

H26.２.９

栃 木 県
第1602号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状炭酸苦
土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

内く溶性苦土
10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

有限会社こうじゅ
ん商事

栃木県栃木市片柳
町二丁目１番50号

H26.２.９

栃 木 県
第1605号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状炭酸苦
土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

内く溶性苦土
10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

株式会社ライム

栃木県栃木市鍋山
町441番地

H26.３.28
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栃 木 県
第1710号

炭酸カルシ
ウム肥料

くみあい粒
状炭酸苦土
石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

内く溶性苦土
10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

駒形石灰工業株式
会社

栃木県佐野市あく
と町4201番地

H26.４.25

栃 木 県
第1606号

炭酸カルシ
ウム肥料

くみあい粒
状カルミン

アルカリ分
50.0

可溶性苦土
15.0

内く溶性苦土
 10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

村樫石灰工業株式
会社

栃木県佐野市宮下
町１番10号

H26.４.17

栃 木 県
第1607号

炭酸カルシ
ウム肥料

粒状カルシ
ウム肥料

アルカリ分
50.0

可溶性苦土
15.0

内く溶性苦土
 10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

日本肥料株式会社

栃木県佐野市宮下
町１番10号

H26.４.17

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第290号
　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第13条第１項又は第４項の規定により、肥料の登録事項に係る変更の
届出があったので、同法第16条第2項の規定により次のとおり公告する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥 料 の
種 類

肥 料 の
名 称

生 産 業 者 の
氏 名 又 は 名
称 及 び 住 所

変 更 事 項 変 更
年 月 日新 旧

栃 木 県
第1583号

混合石灰肥料 粒状混合
消石灰

田源石灰工業株
式会社

栃木県栃木市河
内町２番３号

（肥料の名称の変更）
粒状混合消石灰 粒状混合石

灰

H25.12.２

栃 木 県
第1620号

混合石灰肥料 粒状混合
消石灰

有限会社神山商
事

栃木県栃木市鍋
山町117番地２

（肥料の名称の変更）
粒状混合消石灰 粒状混合石

灰

H25.12.２

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第291号
　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次の肥料の登録は失効したので、同法第16条第
１項の規定により次のとおり公告する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保 証 成 分 量
（％） その他の規格 生産業者の氏名又

は名称及び住所
失 効
年 月 日
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栃 木 県
第 389 号

消石灰 野州６５消
石灰

アルカリ分
65.0

該当なし。 駒形合名会社

栃木県佐野市築地
町９番25号

H26.３.５

栃 木 県
第 744 号

生石灰 野州９５生
石灰

アルカリ分
95.0

該当なし。 駒形合名会社

栃木県佐野市築地
町９番25号

H26.３.５

栃 木 県
第1364号

消石灰 野州７０消
石灰

アルカリ分
70.0

該当なし。 駒形合名会社

栃木県佐野市築地
町９番25号

H26.３.５

栃 木 県
第1413号

炭酸カルシ
ウム肥料

１７炭酸苦
土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
17.0

内く溶性苦土
11.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

駒形合名会社

栃木県佐野市築地
町９番25号

H26.３.５

栃 木 県
第1414号

炭酸カルシ
ウム肥料

く み あ い
１５炭酸苦
土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
15.0

内く溶性苦土
10.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

駒形合名会社

栃木県佐野市築地
町９番25号

H26.３.５

栃 木 県
第1462号

炭酸カルシ
ウム肥料

１６炭酸苦
土石灰

アルカリ分
55.0

可溶性苦土
16.0

内く溶性苦土
11.0

その他の制限事
項は、公定規格
のとおり。

駒形合名会社

栃木県佐野市築地
町９番25号

H26.３.５

（経営技術課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第292号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

五 斗 内 土 地 改 良 区 平成26年６月３日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第293号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成26年６月13日から同年７月14日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成26年６月13日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　羽生田鶴田線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

155
前 宇都宮市下欠町186から

宇都宮市下欠町306-２まで 6.5 ～ 12.9 731.0

後 宇都宮市下欠町186から
宇都宮市下欠町306-２まで 11.9 ～ 18.5 731.0

155
前 宇都宮市下砥上町73-３から

宇都宮市下砥上町200-２まで 7.3 ～ 14.4 358.4

後 宇都宮市下砥上町73-３から
宇都宮市下砥上町200-２まで 11.8 ～ 14.4 358.4

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第294号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成26年６月13日から同年７月14日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

25 主 要 地 方 道
那須烏山矢板線

さくら市金枝字梅木畑243-１から
さくら市下河戸字野伏244-１まで 平成26年６月13日

40 一 般 県 道
佐久山喜連川線

さくら市南和田字柴山下261-１から
さくら市南和田字柴山下258-４まで 平成26年６月13日

81 一 般 県 道
上久我栃木線

鹿沼市上南摩町字落合1091-１から
鹿沼市上南摩町字落合1537-１まで 平成26年６月13日

333 一 般 県 道
芳 賀 茂 木 線

芳賀郡茂木町大字千本408-５から
芳賀郡茂木町大字千本402-２まで 平成26年６月13日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○平成26年度栃木県立衛生福祉大学校入学試験の実施
　栃木県立衛生福祉大学校の一般入学試験及び推薦入学試験を次のとおり実施するので、栃木県立衛生福祉大
学校規則（昭和59年栃木県規則第15号）第７条第４項の規定により公告する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　募集人員、修業年限及び受験資格

学 部 学 科 募集人員 修業年限 受 験 資 格

保

健

保 健 学 科

人

30

年

１

　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第21条
各号に定める看護師国家試験の受験資格を有する者（平成
27年３月までに同国家試験の受験資格を有することとなる
者を含む。）
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看

護

学

部

看護学科本科 80 ３

　学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条第１項に定め
る大学入学資格を有する者（平成27年３月までに高等学校
又は中等教育学校を卒業する見込みの者を含む。以下同
じ。）

看護学科
専 科

昼
間
課
程

40 ２
１　保健師助産師看護師法第８条に定める准看護師の免許
を有する者で、３年以上当該免許に係る業務に従事した
者
２　学校教育法第90条第１項に定める大学入学資格を有す
る者で、保健師助産師看護師法第８条に定める准看護師
の免許を有する者（免許取得見込みの者を含む。）

夜
間
課
程

40 ３

歯
科
技
術
学
部

歯科衛生学科 30 ３
　学校教育法第90条第１項に定める大学入学資格を有する
者

歯科技工学科 15 ２

臨
床
検
査
学
部

臨床検査学科 20 ３
　学校教育法第90条第１項に定める大学入学資格を有する
者

（注）　募集人員は、一般入学及び推薦入学の合計人数である。
２　一般入学試験
⑴　出願手続
　　次の書類を栃木県立衛生福祉大学校に提出すること。
ア　入学願書（本校所定の様式による。）
イ　履歴書（ 同 上 ）
ウ　資格証明書等

学 部 学 科 資 格 証 明 書 等

保

健

看

護

学

部

保 健 学 科

１　看護師国家試験の受験資格を有することを証する書類（看護師学校養成
所の卒業証明書又は卒業見込証明書その他受験資格を有することを証する
書類）
２　看護師学校養成所の成績証明書

看護学科本科 １　大学入学資格を有することを証する書類
２　高等学校又は中等教育学校の調査書

看護学科専科

１　受験資格１に該当する者
⑴　准看護師の免許証の写し
⑵　施設長の発行する就業証明書
⑶　准看護師学校養成所の成績証明書
２　受験資格２に該当する者
⑴　高等学校衛生看護科卒業者（平成27年３月卒業見込みの者を含む。）
は卒業証明書（卒業見込みの者を除く。）、調査書及び准看護師の免許　
証の写し（免許取得見込みの者は取得後提出）
⑵　上記以外の者
ア　准看護師の免許証の写し（免許取得見込みの者は取得後提出）
イ　大学入学資格を有することを証する書類
ウ　准看護師学校養成所の成績証明書

歯
科
技

歯科衛生学科
１　大学入学資格を有することを証する書類
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術
学
部

歯科技工学科
２　高等学校又は中等教育学校の調査書

臨
床
検
査
学
部

臨床検査学科 １　大学入学資格を有することを証する書類
２　高等学校又は中等教育学校の調査書

エ　受験票（本校所定の様式による｡）
オ　写真　２枚（出願前６か月以内に撮影した上半身正面向き、脱帽の縦40㎜、横30㎜のもの）
カ　入学試験料
　　4,400円（入学願書の所定欄に4,400円分の栃木県収入証紙を貼り、消印はしないこと｡）
キ　受験票交付用封筒（本校所定の封筒又は長形３号封筒（縦235mm、横120mm）による｡）
　　住所、氏名及び郵便番号を記入し、242円分の切手を貼ること。
※　入学願書請求方法
　　郵送を希望する場合は、250円分の切手を貼った返信用封筒（角形２号封筒（縦332㎜、横240㎜）に
本人の住所、氏名及び郵便番号を明記）を同封の上、⑶願書の受付場所へ請求すること。
　　なお、本校のホームページから入学願書等をダウンロードできる。この場合、「入学願書」と「履歴
書」は両面印刷をすること。

栃木県立衛生福祉大学校 検索
　　（http://www.eifuku.pref.tochigi.lg.jp/）

⑵　願書の受付期間

学 部 学 科
受 付 期 間

備 考
開 始 終 了

保健看護学部

保 健 学 科
平成26年
11月26日（水）

平成26年
12月４日（木） 　土曜日、日曜日、祝日を除く午前

９時から正午まで及び午後１時から
午後５時までに受け付ける。
　ただし、郵送による場合は書留郵
便とし、受付最終日の消印があるも
のまで受け付ける。

看護学科本科

看護学科専科

歯科技術学部
歯科衛生学科 平成26年

12月10日（水）
平成26年
12月22日（月）歯科技工学科

臨床検査学部 臨床検査学科 平成26年
12月10日（水）

平成26年
12月18日（木）

⑶　願書の受付場所
　　〒320-0834　宇都宮市陽南４丁目２番１号
　　栃木県立衛生福祉大学校学生課　電話 028(645)9227
⑷　受験票の交付
　　出願書類が完備している者には、郵送により受験票を交付する。
⑸　試験期日

学 部 学 科
第 一 次 試 験 第二次試験

筆 記 面 接 面 接

保健看護学部

保 健 学 科 平成27年１月８日（木） 平成27年２月２日（月）

看護学科本科 平成27年１月６日（火） 平成27年１月29日（木）

看護学科専科 平成27年１月７日（水） 平成27年１月30日（金）
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歯科技術学部
歯科衛生学科 平成27年１月22日（木） 平成27年１月22日（木）

歯科技工学科 平成27年１月21日（水）
（実技試験を含む。） 平成27年１月21日（水）

臨床検査学部 臨床検査学科 平成27年１月20日（火） 平成27年２月13日（金）

（注）　第二次試験は、第一次試験合格者のみ実施する。
⑹　試験場所
　　宇都宮市陽南４丁目２番１号
　　栃木県立衛生福祉大学校
⑺　試験方法

学 部 学 科
第 一 次 試 験

第二次試験
筆 記 試 験 科 目 試験

時間 配 点 面接

保
健
看
護
学
部

保 健 学 科 １　小論文
２　看護学

60分
60分

100点
100点

面接
（第一次試
験合格者）

看護学科本科
１　国語［国語総合（古文・漢文を除く。）］
２　数学［数学Ⅰ・数学Ａ］
３　外国語［英語Ⅰ・英語Ⅱ］

50分
50分
50分

100点
100点
100点

面接
（第一次試
験合格者）

看護学科専科 １　国語
２　数学

50分
50分

100点
100点

面接
（第一次試
験合格者）

歯
科
技
術
学
部

歯科衛生学科 １　国語［国語総合（古文・漢文を除く。）］
２　外国語［英語Ⅰ］

50分
50分

100点
100点 面接

歯科技工学科
１　国語［国語総合（古文・漢文を除く。）］
２　数学［数学Ⅰ（図形と計量を除く。）］
３　実技試験＝石膏彫刻

50分
50分
30分

100点
100点
100点

面接

臨
床
検
査
学
部

臨床検査学科

１　数学［数学Ⅰ・数学Ⅱ（データの分析
を除く。）］
２　理科［生物基礎（生物の多様性と生態
系を除く。）、化学基礎、物理基礎のいず
れか２科目選択］
３　外国語［英語Ⅰ・英語Ⅱ］

60分

100分

60分

100点

200点

100点

面接
（第一次試
験合格者）

⑻　合格発表
　　発表日及び発表方法

学 部 学 科 第 一 次 試 験 第 二 次 試 験 発 表 方 法

保健看護学部

保 健 学 科

平成27年１月23日（金） 平成27年２月13日（金）

　栃木県立衛生福
祉大学校正門掲示
板に午前９時に受
験者の合格番号を

看護学科本科

看護学科専科
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歯科技術学部
歯科衛生学科

平成27年２月４日（水）
掲示するほか、合
格者に通知する。
　なお、合格番号
は本校のホーム
ページにも午前11
時頃に掲載する。

歯科技工学科

臨床検査学部 臨床検査学科 平成27年２月４日（水） 平成27年２月25日（水）

（注）　歯科技術学部は、第一次試験合格が入学試験合格となる。
⑼　試験結果の簡易開示
　　一般入学試験の筆記試験の科目別得点については、口頭で開示請求をすることができる。受験者本人が
受験票を持参の上、土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後５時までに栃木県立衛生福祉大学校に
て開示請求をすること。

試 験 の 区 分 開示請求できる人 開 示 期 間

第 一 次 試 験

保健看護学部不合格者

　第一次試験合格者発表の日から１か月間歯科技術学部受験者

臨床検査学部不合格者

第 二 次 試 験 受験者 　第二次試験合格者発表の日から１か月間

３　推薦入学試験
　　推薦入学試験を実施する学科は、保健看護学部看護学科本科・看護学科専科（昼間課程）、歯科技術学部
歯科衛生学科・歯科技工学科とする。
⑴　出願資格

学 部 学 科 出 願 資 格

保健看護学部

看護学科本科
　栃木県内に所在する高等学校又は中等教育学校を平成27年３月までに
卒業する見込みの者で、当該学校長の推薦を得た者

看護学科専科
（昼間課程）

　栃木県内に所在する准看護師学校養成所を平成27年３月までに卒業す
る見込みの者（学校教育法第90条第１項に定める大学入学資格を有する
者に限る。）で、当該准看護師学校養成所長の推薦を得た者

歯科技術学部
歯科衛生学科 　栃木県内に所在する高等学校又は中等教育学校を平成27年３月までに

卒業する見込みの者で、当該学校長の推薦を得た者歯科技工学科

⑵　出願手続
　　次の書類を栃木県立衛生福祉大学校に提出すること。
ア　入学願書（本校所定の用紙による｡）
イ　履歴書（ 同 上 ）
ウ　調査書等
ア　高等学校長又は中等教育学校推薦の者にあっては、学校の調査書
イ　准看護師学校養成所長推薦の者にあっては、准看護師学校養成所の成績証明書及び高等学校の卒業
証明書（高等学校卒業見込みの者は卒業見込証明書）又は学校教育法第90条第１項に定める大学入学
資格を有する者であることを証明する書類

エ　推薦書（本校所定の用紙による｡）
オ　准看護師免許証の写し（免許取得後提出）
　　ただし、看護学科専科（昼間課程）を受験する者のみ。
カ　受験票（本校所定の用紙による｡）
キ　写真　２枚（出願前６か月以内に撮影した上半身正面向き、脱帽の縦40㎜、横30㎜のもの）
ク　入学試験料
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　　4,400円（入学願書の所定欄に4,400円分の栃木県収入証紙を貼り、消印はしないこと。）
ケ　受験票交付用封筒（本校所定の封筒による。）
　　住所、氏名及び郵便番号を記入し、242円分の切手を貼ること。
※　入学願書請求方法
　　郵送を希望する場合は、250円分の切手を貼った返信用封筒（角形２号封筒（縦332㎜、横240㎜）に
本人の住所、氏名及び郵便番号を明記）を同封の上、⑷願書の受付場所へ請求すること。

⑶　願書の受付期間
　　平成26年９月24日（水）から同月30日（火）までとし、土曜日、日曜日を除く午前９時から正午まで及
び午後１時から午後５時まで受け付ける。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、受付最終日の消印が
あるものまで受け付ける。
⑷　願書の受付場所
　　〒320-0834　宇都宮市陽南４丁目２番１号
　　栃木県立衛生福祉大学校学生課　電話 028(645)9227
⑸　受験票の交付
　　出願書類が完備している者には、郵送により受験票を交付する。
⑹　試験期日、試験場所及び試験方法

学 部 学 科 試 験 期 日 試 験 場 所 試 験 方 法

保健看護学部
看護学科本科 平成26年10月15日（水）

宇都宮市陽南４丁目２番１
号
栃木県立衛生福祉大学校

小論文及び面接看護学科専科
（昼間課程） 平成26年10月22日（水）

歯科技術学部
歯科衛生学科 平成26年10月17日（金）

歯科技工学科 平成26年10月16日（木） 小論文、面接及
び石膏彫刻

⑺　合格発表
発表日及び発表方法

学 部 学 科 発 表 期 日 発 表 方 法

保健看護学部
看護学科本科 平成26年11月５日（水）

　合格者には、推薦した学校長及び准看護師
学校養成所長を通じて、本人に文書で通知す
る。

看護学科専科
（昼間課程） 平成26年11月11日（火）

歯科技術学部
歯科衛生学科

平成26年11月５日（水）
歯科技工学科

※　推薦入学試験で不合格となった者は、一般入学試験に応募することができる。
４　入学料及び授業料（平成27年度）

学 部 学 科 入 学 料 授業料（年額）

保 健 学 科 10,000円 212,400円

保 健 看 護 学 部
看 護 学 科 本 科 10,000円 212,400円

看護学科 昼 間 課 程 10,000円 212,400円
専 科 夜 間 課 程 5,000円 106,200円

歯 科 技 術 学 部
歯 科 衛 生 学 科 10,000円 212,400円

歯 科 技 工 学 科 16,000円 424,800円

臨 床 検 査 学 部 臨 床 検 査 学 科 16,000円 424,800円

５　卒業後の資格の取得



（529）栃 木 県 公 報 第2588号平成26年６月13日　金曜日

学 部 学 科 資 格 免 許

保 健 看 護 学 部
保 健 学 科

　保健師国家試験の受験資格が得られる。
　なお、保健師国家試験に合格し、保健師免許取得後、申請によ
り衛生管理者免許が得られる。

看 護 学 科 　看護師国家試験の受験資格及び保健師・助産師学校養成所の受
験資格が得られる。

歯 科 技 術 学 部
歯 科 衛 生 学 科 　歯科衛生士国家試験の受験資格が得られる。

歯 科 技 工 学 科 　歯科技工士国家試験の受験資格が得られる。

臨 床 検 査 学 部 臨 床 検 査 学 科 　臨床検査技師国家試験の受験資格が得られる。

　───────────────────────────────────────────────
　　　○平成26年度栃木県県南高等看護専門学院入学試験の実施
　栃木県県南高等看護専門学院の一般入学試験及び推薦入学試験を次のとおり実施するので、栃木県県南高等
看護専門学院学則（昭和50年栃木県規則第72号）第７条第４項の規定により公告する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　募集人員、修業年限及び受験資格
⑴　募集人員
　　看護学科本科　40名（一般入試及び推薦入試の合計人数）
⑵　修業年限
　　３年
⑶　受験資格
　　学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条第１項に定める大学入学資格を有する者（平成27年３月まで
に高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者を含む。）

２　一般入学試験
⑴　出願手続
　　次の書類を栃木県県南高等看護専門学院に提出すること。
ア　入学願書（本院所定の様式による。）
イ　履歴書（ 同 上 ）
ウ　資格証明書等
ア　大学入学資格を有することを証する書類
イ　高等学校又は中等教育学校の調査書
エ　受験票（本院所定の様式による。）
オ　写真　２枚（出願前６か月以内に撮影した上半身正面向き、脱帽の縦40㎜、横30㎜のもの）
カ　入学試験料
　　4,400円（入学願書の所定欄に4,400円分の栃木県収入証紙を貼り、消印はしないこと｡ )
キ　受験票交付用封筒（本院所定の封筒又は長形３号封筒(縦235㎜、横120㎜ )による。）
　　住所、氏名及び郵便番号を記入し、242円分の切手を貼ること。
※　入学願書請求方法
　　郵送を希望する場合は、205円分の切手を貼った返信用封筒（角形２号封筒（縦332㎜、横240㎜）に
本人の住所、氏名及び郵便番号を明記）を同封の上、⑶願書の受付場所へ請求すること。
　　なお、本院のホームページから入学願書等をダウンロードできる。この場合、「入学願書」と「履歴
書」は両面印刷をすること。

県南高等看護専門学院 検索
　　　　（http://www.pref.tochigi.lg.jp/e62/index.html）
⑵　願書の受付期間
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　　平成26年11月26日（水）から同年12月４日（木）までとし、土曜日、日曜日を除く午前９時から正午ま
で及び午後１時から午後５時まで受け付ける。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、受付最終日の消
印があるものまで受け付ける。
⑶　願書の受付場所
　　〒328-0007　栃木市大塚町1258番地４
　　栃木県県南高等看護専門学院総務課　電話 0282(27)7888
⑷　受験票の交付
　　出願書類が完備している者には、郵送により受験票を交付する。
⑸　試験期日
ア　第一次試験　平成27年１月６日（火）
イ　第二次試験　平成27年１月29日（木）
（注）　第二次試験は、第一次試験合格者のみ実施する。

⑹　試験場所
　　栃木市大塚町1258番地４
　　栃木県県南高等看護専門学院
⑺　試験方法
ア　第一次試験　筆記試験

試 験 科 目 試 験 時 間 配 点

１　国語［国語総合（古文・漢文を除く。）］
２　数学［数学Ⅰ・数学Ａ］
３　外国語［英語Ⅰ・英語Ⅱ］

50分
50分
50分

100点
100点
100点

イ　第二次試験　面接試験
⑻　合格発表
ア　第一次試験　平成27年１月23日（金）
イ　第二次試験　平成27年２月12日（木）
　　なお、第一次試験及び第二次試験の合格発表については、それぞれ午前９時に栃木県県南高等看護専
門学院学生玄関（学院東側）に受験者の合格番号を掲示するほか、合格者に通知する。合格番号は、本
院のホームページにも午前11時頃に掲載する。

⑼　試験結果の簡易開示
　　一般入学試験の筆記試験の科目別得点については、口頭で開示請求することができる。受験者本人が受
験票を持参の上、土曜日、日曜日、祝日を除く午前９時から午後５時までに栃木県県南高等看護専門学院
にて開示請求をすること。

開 示 請 求 で き る 人 開 示 期 間

第一次試験不合格者 第一次合格者発表の日から１か月間

第二次試験受験者 第二次合格者発表の日から１か月間

３　推薦入学試験
⑴　出願資格
　　栃木県内に所在する高等学校を平成27年３月までに卒業する見込みの者で、当該高等学校長の推薦を得
た者（平成27年３月までに中等教育学校を卒業する見込みの者を含む。）
⑵　出願手続
　　次の書類を栃木県県南高等看護専門学院に提出すること。
ア　入学願書（本院所定の用紙による。）
イ　履歴書（ 同 上 ）
ウ　高等学校又は中等教育学校の調査書
エ　推薦書（本院所定の用紙による。）
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オ　受験票（ 同 上 ）
カ　写真　２枚（出願前６か月以内に撮影した上半身正面向き、脱帽の縦40㎜、横30㎜のもの）
キ　入学試験料
　　4,400円（入学願書の所定欄に4,400円分の栃木県収入証紙を貼り、消印はしないこと｡）
ク　受験票交付用封筒（本院所定の封筒による。）
　　住所、氏名及び郵便番号を記入し、242円分の切手を貼ること。
※　入学願書請求方法
　　郵送を希望する場合は、205円分の切手を貼った返信用封筒（角形２号封筒（縦332㎜、横240㎜）に
本人の住所、氏名及び郵便番号を明記）を同封の上、⑷願書の受付場所へ請求すること。

⑶　願書の受付期間
　　平成26年９月25日（木）から同年10月１日（水）までとし、土曜日、日曜日を除く午前９時から正午ま
で及び午後１時から午後５時まで受け付ける。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、受付最終日の消
印があるものまで受け付ける。
⑷　願書の受付場所
　　〒328-0007　栃木市大塚町1258番地４
　　栃木県県南高等看護専門学院総務課　電話 0282(27)7888
⑸　受験票の交付
　　出願書類が完備している者には、郵送により受験票を交付する。
⑹　試験期日
　　平成26年10月15日（水）
⑺　試験場所
　　栃木市大塚町1258番地４
　　栃木県県南高等看護専門学院
⑻　試験方法
　　小論文及び面接試験
⑼　合格発表
　　平成26年11月５日（水）
　　合格者には、推薦した高等学校長又は中等教育学校長を通じて、本人に文書で通知する。
　　※　推薦入学試験で不合格となった者は、一般入学試験に応募することができる。
４　入学料及び授業料（平成27年度）
⑴　入学料　10,000円
⑵　授業料（年額）　212,400円
５　卒業後の資格の取得
　　看護師国家試験の受験資格及び保健師・助産師学校養成所の受験資格が得られる。

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の新設の届出に係る意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小
売店舗の新設に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を平
成26年７月14日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ケーズデンキ矢板店
　　矢板市富田字三斗蒔157番地外
２　法第８条第１項の規定による意見の概要
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市 町 村 名 意 見 の 概 要

矢 板 市 意 見 な し

　───────────────────────────────────────────────
　　　○大規模小売店舗の新設の届出に係る県の意見の概要
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第４項の規定により、大規模小
売店舗の新設に関する届出に係る意見について通知したので、概要を次のとおり公告し、当該意見を平成26年
７月14日まで栃木県産業労働観光部経営支援課において縦覧に供する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ケーズデンキ矢板店
　　矢板市富田字三斗蒔157番地外
２　法第８条第４項の規定による意見の概要
　　意見なし

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

酒 野 谷
土地改良区

理　事 福富　正一 鹿沼市酒野谷３-２ 26.２.13

〃 福富　健之 　〃　　〃　３-２    26.３.23

野 木
土地改良区

理　事 中田　　實 下都賀郡野木町大字野木2496 26.３.21

〃 小林　隆春 　〃　　　〃　　〃　　2000 〃

〃 藤沼　　岩 　〃　　　〃　　〃　　2018 〃

〃 田村眞一郎 　〃　　　〃　　〃　　2052-１ 〃

〃 根岸　　敬 　〃　　　〃　　〃　　2216-１ 〃

〃 佐山　勝夫 　〃　　　〃　　〃　　2038-２ 〃

〃 植竹　雅夫 　〃　　　〃　　〃　　1921-１ 〃

〃 茂呂　　彰 　〃　　　〃　　〃　　2056-１ 〃

〃 保坂　英司 　〃　　　〃　　〃　　1926 〃

〃 須藤　光雄 　〃　　　〃　　〃　　54 〃

〃 阿部　　弘 　〃　　　〃　大字野渡2785 〃

〃 加藤嘉一郎 　〃　　　〃　　〃　　1365　 〃

〃 藤間　猛夫 　〃　　　〃　大字友沼4788 〃

〃 須見　好一 　〃　　　〃　　〃　　4768 〃

〃 石川　　弘 石川　　弘 　〃　　　〃　大字野木1995 〃 26.３.22

〃 海老沼久雄 海老沼久雄 　〃　　　〃　　〃　　1993 〃 〃
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〃 加藤　喜一 加藤　喜一 下都賀郡野木町大字野木3331 26.３.21 26.３.22

〃 横塚　芳夫 横塚　芳夫 　〃　　　〃　大字友沼4731 〃 〃

〃 加藤　清一 加藤　清一 　〃　　　〃　大字野木2129 〃 〃

〃 加藤　洋志 　〃　　　〃　　〃　　2608 〃

〃 長濱　利一 　〃　　　〃　　〃　　540-２ 〃

〃 山中　　博 　〃　　　〃　　〃　　1965-１ 〃

〃 赤荻　勝実 　〃　　　〃　　〃　　1932-２ 〃

〃 石野　孝夫 　〃　　　〃　　〃　　944-１ 〃

〃 田村　正二 　〃　　　〃　　〃　　2053-２ 〃

〃 鈴木　　明 　〃　　　〃　　〃　　2074 〃

〃 知久　善一 　〃　　　〃　　〃　　2058 〃

〃 原田　孝次 　〃　　　〃　　〃　　2061 〃

〃 松本　富男 　〃　　　〃　　〃　　1834-２ 〃

〃 牧野　和夫 　〃　　　〃　　〃　　62 〃

〃 山中　利夫 　〃　　　〃　大字野渡2853 〃

〃 福島　光男 　〃　　　〃　　〃　　888 〃

〃 須見　和男 　〃　　　〃　大字友沼4781 〃

〃 永田　　栄 　〃　　　〃　　〃　　4763-１ 〃

〃 酒井　吉一 　〃　　　〃　大字中谷176 〃

監　事 赤坂　和男 　〃　　　〃　大字野木1948-１ 26.３.21

〃 渡辺　悦男 　〃　　　〃　大字友沼6309-１ 〃

〃 小林　　弘 　〃　　　〃　大字野木2014 26.３.22

〃 荒川　　勝 　〃　　　〃　　〃　　1946 〃

〃 鈴木　征一 　〃　　　〃　大字友沼4793-１ 〃

江戸川用水
土地改良区

理　事 平山　重明 那須郡那須町大字高久甲2392-１ 26.５.24

〃 平山　一次 　〃　　〃　　　〃　　2508 〃

〃 角田　英二 　〃　　〃　　　〃　　1572 〃

〃 高久　道男 　〃　　〃　　　〃　　1624 〃

〃 高久　知弥 　〃　　〃　　　〃　　1355 〃

〃 鈴木　裕行 　〃　　〃　　　〃　　658 〃

〃 大森　正夫 　〃　　〃　大字高久丙1753 〃

〃 平山　文夫 　〃　　〃　　　〃　　536 〃

〃 平山　泰紀 平山　泰紀 　〃　　〃　大字高久甲1994 〃 26.５.25

〃 平山　仁一 平山　仁一 　〃　　〃　　　〃　　2373 〃 〃

〃 平山　茂二 平山　茂二 　〃　　〃　　　〃　　1861-２ 〃 〃

〃 平山　　実 　〃　　〃　　　〃　　2486 〃
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理　事 平山　隆美 那須郡那須町大字高久甲2427-２ 26.５.25

〃 角田　久男 　〃　　〃　　　〃　　1589-５ 〃

〃 高久　房登 　〃　　〃　　　〃　　1478 〃

〃 井上　明男 　〃　　〃　　　〃　　1366 〃

〃 平山　森一 　〃　　〃　　　〃　　5101 〃

〃 大森　浩生 　〃　　〃　大字高久丙1444 〃

〃 平山　金男 　〃　　〃　　　〃　　435-３ 〃

監　事 高久　文男 　〃　　〃　大字高久甲1620 24.７.17

〃 大森　清之 　〃　　〃　大字高久丙1514 26.５.24

〃 平山　金男 　〃　　〃　　　〃　　435-３ 〃

〃 平山　正二 平山　正二 　〃　　〃　大字高久甲2420-８ 〃 26.５.25

〃 高久　道男 　〃　　〃　　　〃　　1624 〃

〃 大森　和範 　〃　　〃　大字高久丙1605 〃

〃 平山　義一 　〃　　〃　　　〃　　511 〃

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、野木町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（数値撮影（デジタル））
２　作業地域
　　野木町
３　作業期間
　　平成26年４月30日から同年11月28日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通大臣か
ら公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次の
とおり公示する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（国土調査補助基準点測量）
２　作業地域
　　佐野市
３　作業期間
　　平成26年６月１日から平成27年３月31日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
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　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美81番１
（開発行為に関する工事）
下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美81番１地先

宇都宮市下川俣町206番地 ユーファーム株式
会社

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成26年６月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量
　　税務オンラインシステム運用端末関連機器一式（設置及び撤去に係る費用を含む。）
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　平成26年10月１日から平成31年９月30日まで
　　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県本庁舎、各県税事務所、自動車税事務所及び自動車税事務所佐野支所
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、リースの入札参加資格を有するもの
と決定された者であること。
⑶　平成26年６月27日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
　　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
　　栃木県経営管理部税務課税務電算担当　電話028-623-2263
⑵　入札及び開札の日時及び場所
　　平成26年６月27日午前10時　栃木県庁本館10階　会議室１
⑶　その他　入札説明書は、平成26年６月13日から同月25日までの日（土曜日及び日曜日を除く。）の午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで⑴の場所において交付する。

４　その他
⑴　入札保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,980円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　その他　詳細は、入札説明書による。

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────


